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令和７年度国民健康保険事業費納付金等の算定結果

１ 新たな財政運営の仕組み
≪旧制度（～H29）≫  市町ごとの財政運営
≪新制度（H30～）≫  県単位での財政運営

（県の新たな財政負担はなし）

２ 納付金の仕組み（イメージ図）

３ 国民健康保険事業費納付金の算定結果

（１）算定の前提条件
・例年同様、国から示された係数等を用いて、国保運営方針に記載の算定方式

等により算定

（２）算定結果（概要）
・医療費（保険給付費）支出の増、被用者保険からの支援金（前期高齢者交付

金）収入の減等により、県平均１人当たり納付金額は対前年度比７.５％の
増加となった

【県平均の１人当たり納付金額】

・市町毎の状況は２頁のとおり
国保加入者の医療費水準や所得水準により伸率が異なる

①R6算定額

（円）

②R7算定額

（円）

増減額

（②-①）（円）

増減率

（％）

149,770 160,959 ＋11,189 ＋7.5

※後期高齢者医療制度への支援金等（支出）や、前期高齢者に係る被用者保険からの
支援金(収入)等を除いたイメージ図
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※うち医療分（前期高齢者交付金減の影響を含む）の増によるもの

＋13,128円 ＋8.8％
≪ 県 ≫

　　　　 ・
　　　　 ・
　　　　 ・

保険給付費等

公費

県への納付金

(保険給付費等)

公費

保険料

保健事業費等

全市町からの
納付金

　 ≪ B市  納付金 ≫

　 ≪ C市  納付金 ≫

 　≪ D町  納付金 ≫

　 ≪ A市 ≫

【支出】 【収入】 【支出】 【収入】

各市町の被保険者数、世帯数、所得総額で

按分し、医療費水準を反映して算定

法定外繰入

実際の

保険料は

市町が決定



Ｒ７納付金 算定結果

区 分
１人当たり納付金額

R6算定額① （円） R7算定額② （円） 増減額(②-①) （円） 増減率(②/①-1) （％）

金 沢 市 157,740 169,482 11,742 7.4

小 松 市 150,679 161,364 10,685 7.1

七 尾 市 137,541 147,151 9,610 7.0

加 賀 市 143,056 151,900 8,844 6.2

輪 島 市 131,653 143,405 11,752 8.9

珠 洲 市 125,489 139,382 13,893 11.1

羽 咋 市 131,041 144,901 13,860 10.6

白 山 市 147,453 156,682 9,229 6.3

能 美 市 146,421 156,516 10,095 6.9

川 北 町 174,290 187,401 13,111 7.5

野 々 市 市 161,330 175,021 13,691 8.5

津 幡 町 151,353 161,816 10,463 6.9

か ほ く 市 153,592 168,681 15,089 9.8

内 灘 町 142,815 153,485 10,670 7.5

志 賀 町 132,913 146,947 14,034 10.6

宝 達 志 水 町 140,538 152,534 11,996 8.5

中 能 登 町 125,131 135,121 9,990 8.0

能 登 町 142,100 154,021 11,921 8.4

穴 水 町 123,743 135,189 11,446 9.2

県 平 均 149,770 160,959 11,189 7.5

◇１人当たり納付金額(＝納付金額／加入者数)は、市町が決定する実際の保険料とは異なる
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令和７年度標準保険料率

市町名
医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

金沢市 9.08 38,148 25,307 2.74 11,345 7,526 2.42 12,375 6,051
小松市 8.56 35,936 23,840 2.69 11,146 7,395 2.36 12,074 5,904
七尾市 8.59 36,062 23,924 2.71 11,220 7,443 2.36 12,090 5,911
加賀市 8.17 34,309 22,761 2.72 11,263 7,472 2.38 12,189 5,960
輪島市 8.36 35,098 23,284 2.72 11,276 7,480 2.40 12,272 6,001
珠洲市 8.84 37,123 24,627 2.76 11,450 7,596 2.45 12,522 6,123
羽咋市 8.06 33,831 22,444 2.62 10,861 7,205 2.33 11,943 5,840
白山市 8.63 36,262 24,056 2.76 11,437 7,587 2.36 12,098 5,915
能美市 8.49 35,665 23,660 2.66 11,031 7,318 2.34 11,962 5,849
川北町 9.40 39,487 26,196 2.65 10,971 7,278 2.28 11,664 5,703
野々市市 9.20 38,627 25,625 2.72 11,274 7,479 2.39 12,224 5,977
津幡町 9.19 38,579 25,593 2.68 11,084 7,353 2.34 11,957 5,847
かほく市 9.23 38,767 25,718 2.65 10,977 7,282 2.32 11,882 5,810
内灘町 8.65 36,321 24,095 2.69 11,134 7,386 2.35 12,009 5,872
志賀町 8.15 34,210 22,695 2.66 11,005 7,301 2.33 11,906 5,822

宝達志水町 9.01 37,850 25,110 2.73 11,302 7,497 2.36 12,094 5,914
中能登町 7.70 32,326 21,445 2.66 11,001 7,298 2.35 12,048 5,891
能登町 8.97 37,688 25,002 2.69 11,133 7,385 2.40 12,284 6,007
穴水町 7.74 32,488 21,553 2.71 11,212 7,438 2.44 12,484 6,105
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医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

8.81 52,827 2.72 16,084 2.39 17,450

○都道府県標準保険料率

○市町村標準保険料率

（注１）それぞれの標準保険料率は、法令等で定められた統一のルールに基づいて算定しているものであり、各市町の判断により行っている法定外繰入や基金取り崩しについては行わないもの
として算定した理論上の保険料率である。

（注２）それぞれの標準保険料率は、保険給付費及び後期高齢者支援金、介護納付金を賄うために必要な保険料率であり、各市町が実施する保健事業等以外の必要な経費については、標準保険
料率に含めずに算定した理論上の 保険料率である。

（注３）各市町は、国民健康保険加入者の所得や被保険者数等を勘案した上で、実際の保険料率を決定する。
実際の保険料は、県が示す納付金額から、公費（市町事業等に対する国費等）及び法定外繰入（各市町が任意で実施）の金額を差し引くなどして市町が算出する。

（単位：％、円）

（単位：％、円）

○県は各市町が保険料率を検討する際の参考値として、標準保険料率を提示
○各市町では、標準保険料率をもとに市町の運営協議会での議論を踏まえ、条例改正等の手続きを経て、実際の保険料を決定


